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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

 

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づき、

2024年11月１日に提出いたしました臨時報告書（以下「本臨時報告書」といいます。）の記載事項のうち、「発行価格

（募集株式の払込金額）」及び「発行価額の総額」が2024年11月11日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の

５第５項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書（以下「本訂正報告書」といいます。）を提出するものでありま

す。

 

２【訂正事項】

 

２　報告内容

（２）本割当株式の内容

 

３【訂正箇所】

 

訂正箇所には下線を付して表示しております。

② 発行価格及び資本組入額

（訂正前）

(i)　発行価格（募集株式の払込金額）　2,397円

(ii)　資本組入額　　　　　　　　　　該当事項はありません。

注２：発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であり、本自己株式処分に係る取締役会決議日の直

前営業日（2024年10月31日）の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値を記載しておりま

す。ただし、当社は、2024年11月１日付けで、本自己株式処分とともに自己株式取得についても取締役会決議

をしており、その公表により株価が上昇した場合にも当該上昇を踏まえた発行価格とするため、実際の発行価

格は、上記の2,397円と、2024年11月８日（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直前取引日）

の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値のいずれか高い金額となります。なお、本臨時

報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされませ

ん。

 

（訂正後）

(i)　発行価格（募集株式の払込金額）　2,735円

(ii)　資本組入額　　　　　　　　　　該当事項はありません。

注２：発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であり、2024年11月８日の東京証券取引所プライム

市場における当社の普通株式の終値により決定しております。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己

株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

 

③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額

（訂正前）

(i)　発行価額の総額　　　　　　　230,112,000円

(ii)　資本組入額の総額　　　　　該当事項はありません。

注３：発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、上記②の発行価格2,397円に

上記①の発行数（96,000株）を乗じて算出した見込額であります。最終的な発行価額の総額は、上記②の注２

記載の方法に従い決定された実際の発行価格に上記①の発行数（96,000株）を乗じて算出されます。なお、本

自己株式処分は、当社又は当社の完全子会社から対象従業員に付与され、対象従業員から本持株会に拠出され
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る当社又は当社の完全子会社に対する金銭債権を現物出資財産として行われるものですが、その現物出資財産

である金銭債権の総額は発行価額の総額と同額であり、発行価額の総額の確定後に決定されます（募集株式１

株につき出資される金銭債権の額は、上記注２記載の方法に従い決定された発行価格といたします。）。

注４：本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れさ

れません。

 

（訂正後）

(i)　発行価額の総額　　　　　　　262,560,000円

(ii)　資本組入額の総額　　　　　該当事項はありません。

注３：発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、上記②の発行価格2,735円に

上記①の発行数（96,000株）を乗じて算出しております。なお、本自己株式処分は、当社又は当社の完全子会

社から対象従業員に付与され、対象従業員から本持株会に拠出される当社又は当社の完全子会社に対する金銭

債権の合計262,560,000円を現物出資財産として行われるものです（募集株式１株につき出資される金銭債権

の額は2,735円）。

注４：本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れさ

れません。

 

以　上
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